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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データ及び音声データを再生する映像音声再生機器と、前記映像音声再生機器で再
生された前記音声データを出力することが可能な音声出力機器とにネットワークを介して
接続され、前記映像音声再生機器で再生された前記映像データおよび前記音声データを出
力することが可能な映像音声出力機器であって、
　前記ネットワークにおいて、（ｉ）前記映像データ及び前記音声データは、任意の２つ
のデータ送信機器とデータ受信機器間で一方向に送信され、（ｉｉ）制御メッセージは全
ての機器間で双方向に送信され、かつ、（ｉｉｉ）データ受信機器側からデータ送信機器
側へ、前記データ受信機器の音声再生能力情報の一方向伝送が可能になると、前記映像デ
ータ及び前記音声データの送受信のための機器の接続が有効になり、
　前記映像音声出力機器は、
　前記音声出力機器に対して当該音声出力機器の音声再生能力情報を問い合わせ、取得す
る音声出力機器の音声再生能力問い合わせ部と、
　前記音声出力機器の音声再生能力情報と、当該音声再生能力を利用するか否かを設定す
る情報とを、前記制御メッセージに含めて、前記映像音声再生機器に対して、送信する制
御メッセージ送信部とを備え、
　前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び前記音声データが前記映像音声再生機
器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前記映像音声再生機器及び前
記映像音声出力機器が接続され、かつ、前記ネットワークとは異なるネットワークを通じ
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て前記音声データが前記映像音声出力機器から前記音声出力機器に出力されるように、前
記映像音声出力機器および前記音声出力機器が接続される場合には、
　前記制御メッセージ送信部は、前記制御メッセージを送信する場合には、前記映像音声
再生機器に対して一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報の再伝送を禁止する
　ことを特徴とする映像音声出力機器。
【請求項２】
　前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び前記音声データが前記映像音声再生機
器から前記音声出力機器に一方向に送信されるように、かつ、前記映像データ及び前記音
声データが前記音声出力機器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前
記映像音声再生機器、前記音声出力機器及び前記映像音声出力機器が接続される場合には
、
　前記制御メッセージ送信部は、さらに、前記音声出力機器が前記映像音声再生機器に対
して一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替えるか否かを設定する情報を、前
記制御メッセージに含めて、前記音声出力機器に対して送信する
　ことを特徴とする請求項１記載の映像音声出力機器。
【請求項３】
　映像データ及び音声データを再生する映像音声再生機器と、前記映像音声再生機器で再
生された前記映像データ及び前記音声データを出力することが可能な映像音声出力機器と
にネットワークを介して接続され、前記映像音声再生機器で再生された前記音声データを
出力可能な音声出力機器であって、
　前記ネットワークにおいて、（ｉ）前記映像データ及び前記音声データは、任意の２つ
のデータ送信機器とデータ受信機器間で一方向に送信され、（ｉｉ）制御メッセージは全
ての機器間で双方向に送信され、かつ、（ｉｉｉ）データ受信機器側からデータ送信機器
側へ、前記データ受信機器の音声再生能力情報の一方向伝送が可能になると、前記映像デ
ータ及び前記音声データの送受信のための機器の接続が有効になり、
　前記音声出力機器は、
　前記音声出力機器の音声再生能力情報と、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を
切り替えるか否かを示す情報とを、前記制御メッセージに含めて、前記映像音声出力機器
に対して送信する制御メッセージ送信部と、
　前記映像音声出力機器から、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替えるか
否かを設定する情報を含む前記制御メッセージを受信する制御メッセージ受信部とを備え
、
　前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び前記音声データが前記映像音声再生機
器から前記音声出力機器に一方向に送信されるように、かつ、前記映像データ及び前記音
声データが前記音声出力機器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前
記映像音声再生機器、前記音声出力機器及び前記映像音声出力機器が接続される場合には
、
　前記制御メッセージ受信部は、前記映像音声出力機器が送信した、一方向伝送を用いた
前記音声再生能力情報を切り替えない旨を示す前記制御メッセージを受信する場合には、
前記映像音声再生機器に対して一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報の再伝送を禁止
する
　ことを特徴とする音声出力機器。
【請求項４】
　映像音声再生機器で再生された映像データ及び音声データを出力することが可能な映像
音声出力機器と、前記映像音声再生機器で再生された前記音声データを出力することが可
能な音声出力機器とにネットワークを介して接続され、前記映像データ及び前記音声デー
タを再生する映像音声再生機器であって、
　前記ネットワークにおいて、（ｉ）前記映像データ及び前記音声データは、任意の２つ
のデータ送信機器とデータ受信機器間で一方向に送信され、（ｉｉ）制御メッセージは全
ての機器間で双方向に送信され、かつ、（ｉｉｉ）データ受信機器側からデータ送信機器
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側へ、前記データ受信機器の音声再生能力情報の一方向伝送が可能になると、前記映像デ
ータ及び前記音声データの送受信のための機器の接続が有効になり、
　前記映像音声再生機器は、
　前記映像音声出力機器から、前記音声出力機器の音声再生能力情報と、当該音声再生能
力を利用するか否かを設定する情報とを含む前記制御メッセージを受信する制御メッセー
ジ受信部と、
　前記映像データ及び前記音声データを再生する再生部とを備え、
　前記再生部は、前記制御メッセージ受信部が、当該音声再生能力を利用する旨を示す前
記制御メッセージを受信する場合には、前記音声出力機器からの一方向伝送により受信し
た音声再生能力情報に従わずに、前記映像音声出力機器から受信した前記制御メッセージ
に含まれる前記音声再生能力情報に従って、前記音声データを再生する
　ことを特徴とする映像音声再生機器。
【請求項５】
　ネットワークを介して接続された、映像データ及び音声データを再生する映像音声再生
機器と、前記映像音声再生機器で再生された前記音声データを出力することが可能な音声
出力機器、前記映像音声再生機器で再生された前記映像データおよび前記音声データを出
力することが可能な映像音声出力機器とを備える映像音声データ再生システムであって、
　前記ネットワークにおいて、（ｉ）前記映像データ及び前記音声データは、任意の２つ
のデータ送信機器とデータ受信機器間で一方向に送信され、（ｉｉ）制御メッセージは全
ての機器間で双方向に送信され、かつ、（ｉｉｉ）データ受信機器側からデータ送信機器
側へ、前記データ受信機器の音声再生能力情報の一方向伝送が可能になると、前記映像デ
ータ及び前記音声データの送受信のための機器の接続が有効になり、
　前記映像音声出力機器は、
　前記音声出力機器に対して当該音声出力機器の音声再生能力情報を問い合わせ、取得す
る音声出力機器の音声再生能力問い合わせ部と、
　前記音声出力機器の音声再生能力情報と、当該音声再生能力を利用するか否かを設定す
る情報とを、前記制御メッセージに含めて、前記映像音声再生機器に対して送信する映像
音声出力機器側制御メッセージ送信部とを備え、
　前記映像音声出力機器側制御メッセージ送信部は、さらに、一方向伝送を用いた前記音
声再生能力情報を切り替えるか否かを設定する情報を、前記制御メッセージに含めて、前
記音声出力機器に対して送信し、
　前記音声出力機器は、
　前記音声出力機器の音声再生能力情報と、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を
切り替えるか否かを示す情報とを、前記制御メッセージに含めて、前記映像音声出力機器
に対して送信する音声出力機器側制御メッセージ送信部と、
　前記映像音声出力機器から、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替えるか
否かを設定する情報を含む前記制御メッセージを受信する音声出力機器側制御メッセージ
受信部とを備え、
　前記映像音声再生機器は、
　前記映像音声出力機器から、前記音声出力機器の音声再生能力情報と、当該音声再生能
力を利用するか否かを設定する情報とを含む前記制御メッセージを受信する映像音声再生
機器側制御メッセージ受信部と、
　前記映像データ及び前記音声データを再生する再生部とを備え、
　前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び前記音声データが前記映像音声再生機
器から前記音声出力機器に一方向に送信されるように、かつ、前記映像データ及び前記音
声データが前記音声出力機器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前
記映像音声再生機器、前記音声出力機器及び前記映像音声出力機器が接続される場合には
、
　前記音声出力機器側制御メッセージ受信部が、前記映像音声出力機器側制御メッセージ
送信部が送信した、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替えない旨を示す前
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記制御メッセージを受信する場合には、前記音声出力機器は前記映像音声再生機器に対し
て一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報の再伝送を禁止し、
　前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び前記音声データが前記映像音声再生機
器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前記映像音声再生機器及び前
記映像音声出力機器が接続され、かつ、前記ネットワークとは異なるネットワークを通じ
て前記音声データが前記映像音声出力機器から前記音声出力機器に出力されるように、前
記映像音声出力機器及び前記音声出力機器が接続される場合には、
　前記映像音声出力機器側制御メッセージ送信部は、前記制御メッセージを送信する場合
には、前記映像音声出力機器は前記映像音声再生機器に対して一方向伝送を用いた前記音
声再生能力情報の再伝送を禁止し、
　前記再生部は、前記映像音声再生機器側制御メッセージ受信部が、音声再生能力を利用
する旨を示す前記制御メッセージを受信する場合には、前記音声出力機器からの一方向伝
送により受信した音声再生能力情報に従わずに、前記映像音声出力機器から受信した前記
制御メッセージに含まれる前記音声再生能力情報に従って、前記音声データを再生する
　ことを特徴とする映像音声データ再生システム。
【請求項６】
　ネットワークを介して接続された、映像データ及び音声データを再生する映像音声再生
機器と、前記映像音声再生機器で再生された前記音声データを出力することが可能な音声
出力機器と、前記映像音声再生機器で再生された前記映像データ及び前記音声データを出
力することが可能な映像音声出力機器とを備える映像音声データ再生システムにおける映
像音声データ再生方法であって、
　前記ネットワークにおいて、（ｉ）前記映像データ及び前記音声データは、任意の２つ
のデータ送信機器とデータ受信機器間で一方向に送信され、（ｉｉ）制御メッセージは全
ての機器間で双方向に送信され、かつ、（ｉｉｉ）データ受信機器側からデータ送信機器
側へ、前記データ受信機器の音声再生能力情報の一方向伝送が可能になると、前記映像デ
ータ及び前記音声データの送受信のための機器の接続が有効になり、
　前記映像音声データ再生方法は、
　前記映像音声出力機器が、前記音声出力機器に対して当該音声出力機器の音声再生能力
情報を問い合わせ、取得するステップと、
　前記映像音声出力機器が、前記映像音声再生機器に対して、前記音声出力機器の音声再
生能力情報と、当該音声再生能力を利用するか否かを設定する情報とを、前記制御メッセ
ージに含めて送信するステップと、
　前記映像音声出力機器が、さらに、前記音声出力機器に対して、一方向伝送を用いた前
記音声再生能力情報を切り替えるか否かを設定する情報を、前記制御メッセージに含めて
送信するステップとを含み、
　前記ネットワークにおいて、前記映像データおよび前記音声データが前記映像音声再生
機器から前記音声出力機器に一方向に送信されるように、かつ、前記映像データ及び前記
音声データが前記音声出力機器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、
前記映像音声再生機器、前記音声出力機器及び前記映像音声出力機器が接続される場合に
は、
　前記映像音声データ再生方法は、さらに、前記音声出力機器が、前記映像音声出力機器
側制御メッセージ送信部が送信した、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替
えない旨を示す前記制御メッセージを受信する場合には、前記映像音声再生機器に対して
一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報の再伝送を禁止するステップを含み、
　前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び音声データが前記映像音声再生機器か
ら前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前記映像音声再生機器及び前記映
像音声出力機器が接続され、かつ、前記ネットワークとは異なるネットワークを通じて前
記音声データが前記映像音声出力機器から前記音声出力機器に出力されるように、前記映
像音声出力機器および前記音声出力機器が接続される場合には、
　前記映像音声データ再生方法は、前記映像音声出力機器が、前記制御メッセージを送信
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する場合には、前記映像音声再生機器に対して一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報
の再伝送を禁止するステップと、
　前記映像音声再生機器が、当該音声再生能力を利用する旨を示す前記制御メッセージを
受信する場合には、前記映像音声出力機器から受信した前記制御メッセージに含まれる前
記音声再生能力情報に従って、前記音声データを再生するステップとを含む
　ことを特徴とする映像音声データ再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器間で、映像・音声データが一方向データ接続により伝送され、制御メッ
セージが双方向にやり取りされるホームエンターテイメント・ネットワーク等のネットワ
ークにおいて、音声データの出力元である音声再生機器から音声出力機器への出力音声フ
ォーマットを切り替える方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家庭内のデジタル機器を相互接続し、ユーザが各種コンテンツを高画質・高音質
で楽しむ家庭内ネットワークが実現されつつある。例えば、２００２年１２月に仕様が策
定されたＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）は、１本のケーブルで、映像、音声及び制御信号の伝送が可能な、次世代Ａ
Ｖ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）機器向けのデジタル映像・音声入出力インターフェース
規格である（例えば、非特許文献１を参照。）。
【０００３】
　ＨＤＭＩ規格は、制御信号を双方向に伝送させるためのプロトコルとしてＣＥＣ（Ｃｏ
ｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を規定している。ＣＥＣプロ
トコルを用いれば、制御信号を機器間で中継させることにより、１台のリモコンから複数
のＡＶ機器を制御することができる。つまり、ＴＶ（Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、ＡＶアン
プ及びＤＶＤプレーヤ／レコーダ間で制御信号を双方向に伝送することにより、１つのリ
モコンで、ホームシアター全体を操作することも可能となる。
【０００４】
　ＨＤＭＩ規格では、デジタル伝送によって信号の劣化が発生しないだけでなく、ＤＶＤ
プレーヤ／レコーダなどの再生機器が、接続先の機器の再生能力情報を読み取って映像・
音声データの出力形式を合わせたり、映像・音声データを暗号化して伝送することにより
違法コピーを防止したりする特徴を持っている。
【０００５】
　再生能力情報は、ＴＶやＡＶアンプなどのＨＤＭＩ入力ポートを備えた機器（「ＨＤＭ
Ｉ入力機器」とする）から接続相手機器（「ＨＤＭＩ出力機器」とする）に、一方向デー
タ接続であるＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）バスを利用し、伝達
される。「ＤＤＣ」とは、ディスプレイのプラグ＆プレイを実現するために、接続相手機
器にディスプレイの機種情報などを伝える機能として定めたＶＥＳＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）の規格である。デ
ィスプレイの機種情報やサポートする画像・音声フォーマットなどがＥＤＩＤ（Ｅｎｈａ
ｎｃｅｄ　Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔ
ａ）としてＨＤＭＩ入力機器のメモリに格納される。ＥＤＩＤは、ＨＤＭＩ入力機器によ
るＨＰＤ（Ｈｏｔ　Ｐｌｕｇ　Ｄｅｔｅｃｔ　Ｓｉｇｎａｌ）のＬｏｗからＨｉｇｈへの
切替（あるいはパルス）に応答して、ＤＤＣバス経由で、ＤＤＣバスに接続されたＨＤＭ
Ｉ出力機器から読み出される。ＨＰＤがＨｉｇｈであれば、ＨＤＭＩ出力機器は、ＨＤＭ
Ｉ入力機器のＥＤＩＤを読み出すことができ、ＨＤＭＩ入力機器であるＴＶやＡＶアンプ
は、ＥＤＩＤに記載した画像・音声フォーマットでの、デジタル映像・音声データの再生
能力を備えるということを示唆することになる。
【０００６】
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　一方、ＨＤＭＩ規格では、著作権保護が必要なコンテンツ出力を行う場合、接続相手機
器が正当な機器であることを確認するための認証プロトコルであるＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－
ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）が採用されており、ＨＰＤのＬｏｗからＨｉｇｈへの切替（あるいはパルス）に
応答して、認証を開始することが規定されている。
【０００７】
　再生機器が接続先の機器の再生能力情報を読み取ってデータ出力形式を合わせる機能は
便利ではあるが、その一方で、再生機器につながったＨＤＭＩ出力先の機器間で、音声を
出力する機器（スピーカ）が変更になるなどで、音声再生能力が変化した場合には、その
都度、再生機器に対し、読み出させる再生能力情報を切り替え、適切な音声データを送出
してもらわなくてはならないというデメリットを持つ。
【０００８】
　図１は、ＨＤＭＩ接続構成の例を示す図である。
【０００９】
　例えば、ＤＶＤレコーダ１０と、ＡＶアンプ２０と、ＴＶ３０とが接続されているもの
とする。
【００１０】
　ＤＶＤレコーダ１０は、１つのＨＤＭＩ出力ポート（１０ＰＯ＿１）を備え、ＡＶアン
プ２０は、１つのＨＤＭＩ入力ポート（２０ＰＩ＿１）と、１つのＨＤＭＩ出力（２０Ｐ
Ｏ＿１）ポートとを備え、ＴＶ３０は、１つのＨＤＭＩ入力ポート（３０ＰＩ＿１）を備
える。
【００１１】
　ＤＶＤレコーダ１０、ＡＶアンプ２０、ＴＶ３０は、それぞれＨＤＭＩで接続され、映
像・音声データは、（１０ＰＯ＿１）→（２０ＰＩ＿１）→（２０ＰＯ＿１）→（３０Ｐ
Ｉ＿１）と一方向に伝送される。制御メッセージは、ＨＤＭＩの制御信号のバス上で、双
方向に伝送される。ここで、音声の出力に関し、ＡＶアンプ２０は５．１チャンネルのＰ
ＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）の出力が可能で、ＴＶ３０は２チ
ャンネルのＰＣＭ出力のみに対応しているとし、ＤＶＤレコーダ１０は、５．１チャンネ
ルのデジタルサラウンド対応のＤＶＤビデオコンテンツを再生するものとする。ここで、
映像も音声もＴＶ３０から出力される状態を「テレビモード」と呼び、映像はＴＶ３０か
ら、音声はＡＶアンプ２０から出力される状態を「シアターモード」と呼ぶ。テレビモー
ドとシアターモードとの切替は、ユーザの機器操作をトリガとして、ＣＥＣプロトコルを
用いて、ＴＶ３０からＡＶアンプ２０へ指示されるものとするが、本発明の主眼ではない
ため、詳細な説明は省略する。
【００１２】
　図２は、テレビモードでの音声出力の例を示す図である。
【００１３】
　ＴＶ３０は音声を２チャンネルＰＣＭでしか再生できないため、ＴＶ３０のＥＤＩＤ３
０Ｃに記載される音声再生能力情報３０Ｃ１は、例えば、「オーディオタイプ＝ＰＣＭ、
その最大チャンネル数＝２」と設定される。ＥＤＩＤ３０Ｃには、その他、オーディオに
ついては、サポートするサンプリング周波数や量子化ビット数などが、また、映像につい
ては、サポートするビデオフォーマットの種類などが再生能力情報として設定されるが、
本発明の主眼ではないため、詳細な説明は省略する。ＴＶ３０がＡＶアンプ２０に出力す
るＨＰＤ信号３０Ｐは、Ｈｉｇｈに設定される。
【００１４】
　ここで、映像も音声もＴＶ３０で出力するテレビモードの場合には、ＡＶアンプ２０の
ＥＤＩＤ２０Ｃに記載される音声再生能力情報２０Ｃ１を、ＴＶ３０から読み出したＴＶ
３０の音声再生能力情報３０Ｃ１に合わせ、「オーディオタイプ＝ＰＣＭ、その最大チャ
ンネル数＝２」と設定する。ＡＶアンプ２０は、５．１チャンネルなどでサラウンド再生
する能力を備えているが、仮に音声再生能力情報２０Ｃ１に２チャンネル以上の設定を行
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った場合には、ＤＶＤレコーダ１０からマルチチャンネル音声が再生されると、２チャン
ネルＰＣＭしか再生できないＴＶ３０で、音声が正しく再生されないことになる。ＡＶア
ンプ２０がＤＶＤレコーダ１０に出力するＨＰＤ信号２０Ｐは、Ｈｉｇｈに設定される。
【００１５】
　ＤＶＤレコーダ１０は、ＡＶアンプ２０のＥＤＩＤ２０Ｃを読み出し、音声再生能力情
報２０Ｃ１に基づき、ＴＶ３０で出力可能な２チャンネルＰＣＭで音声を送出することに
なる。
【００１６】
　図３は、ＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生方法の従来例を示す図である。
【００１７】
　映像及び音声をＴＶ３０で出力しているテレビモードのとき、ＴＶ３０の音声再生能力
情報３０Ｃ１、ＡＶアンプ２０の音声再生能力情報２０Ｃ１は、図２に示したものと同様
である。
【００１８】
　ここで、音声をＡＶアンプ２０から出力するシアターモードに切り替える場合（３０Ｈ
）、ＡＶアンプ２０の音声再生能力情報２０Ｃ１を、テレビモードの場合と同じままにす
ると、ＡＶアンプ２０からの音声出力も２チャンネルに制限されてしまう。そこで、ＡＶ
アンプ２０は、ＨＰＤ信号２０Ｐを一旦Ｌｏｗに切り替え（２０Ｐ＿Ｌ）、５．１チャン
ネルの再生が可能であることを示す音声再生能力情報２０Ｃ２（例えば、「オーディオタ
イプ＝ＰＣＭ、その最大チャンネル＝６」）を設定し、ＨＰＤ信号２０Ｐを再度Ｈｉｇｈ
に切り替える（２０Ｐ＿Ｈ）。
【００１９】
　ＨＰＤ信号２０ＰをＬｏｗ（２０Ｐ＿Ｌ）からＨｉｇｈ（２０Ｐ＿Ｈ）に切り替えると
、ＤＶＤレコーダ１０は、ＨＤＣＰに準拠し、ＨＤＭＩ接続状況に変化が発生した可能性
があると判断し、接続相手機器が正当な機器か否かを確認するために、再度、認証を開始
する。認証開始の際には、映像・音声データの出力を停止し、もう一度ＡＶアンプ２０の
ＥＤＩＤ２０Ｃを読み出し、コンテンツ保護の必要のない映像信号（例えば、ブラックア
ウトなど）を伝送しながら、ＡＶアンプ２０が正当な機器か否かを確認する。そして、Ｄ
ＶＤレコーダ１０は、ＡＶアンプ２０が正当な機器であると確認できた時点で、再度、映
像・音声データの出力を開始し、音声については、ＡＶアンプ２０の音声再生能力情報２
０Ｃ２で示された、再生可能な音声再生フォーマットにて出力を開始する。ＨＤＣＰの認
証については、本発明の主眼ではないので、詳細な説明は省略する。
【００２０】
　次に、ＨＤＭＩ接続構成が異なる別の例について、以下に説明する。
【００２１】
　図４は、ＨＤＭＩ接続構成の別の例を示す図である。
【００２２】
　例えば、ＤＶＤレコーダ１０と、ＡＶアンプ２１と、ＴＶ３１とが接続されているもの
とする。
【００２３】
　ＡＶアンプ２１は、１つのＨＤＭＩ出力（２１ＰＯ＿１）ポートと、１つの光デジタル
音声入力（２１ＰＩ＿１）とを備え、ＴＶ３１は、２つのＨＤＭＩ入力ポート（３１ＰＩ
＿１、３１ＰＩ＿２）と、１つの光デジタル音声出力（３１ＰＯ＿１）とを備える。
【００２４】
　図１の接続構成と異なる点は、ＤＶＤレコーダ１０が、ＡＶアンプ２１ではなく、ＴＶ
３１のＨＤＭＩ入力ポート（３１ＰＩ＿１）に接続されている点と、ＴＶ３１とＡＶアン
プ２１とが光音声デジタルケーブルによって接続されている点である。
【００２５】
　映像・音声データは、（１０ＰＯ＿１）→（３１ＰＩ＿１）と一方向に伝送される。ま
た、音声データは、さらに（３１ＰＯ＿１）→（２１ＰＩ＿１）に伝送される。制御メッ
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セージは、ＨＤＭＩの制御信号のバス上で、双方向に伝送される。ここで、音声の出力に
関し、ＡＶアンプ２１は５．１チャンネルの圧縮音声（例えば、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ（登録商標）方式）の出力が可能で、ＴＶ３１は２チャンネルのＰＣＭ出力のみに対
応しているとする。
【００２６】
　図５は、テレビモードでの音声出力の例を示す図である。
【００２７】
　ＴＶ３１は音声を２チャンネルＰＣＭでしか再生できないため、ＴＶ３１のＥＤＩＤ３
１Ｃに記載される音声再生能力情報３１Ｃ１は、例えば、「オーディオタイプ＝ＰＣＭ、
その最大チャンネル数＝２」と設定される。ＴＶ３１がＤＶＤレコーダ１０に出力するＨ
ＰＤ信号３１Ｐは、Ｈｉｇｈに設定される。
【００２８】
　ＤＶＤレコーダ１０は、ＴＶ３１のＥＤＩＤ３１Ｃを読み出し、音声再生能力情報３１
Ｃ１に基づき、ＴＶ３１で出力可能な２チャンネルＰＣＭで音声を送出することになる。
【００２９】
　図６は、ＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生方法の従来例を示す図である。
【００３０】
　映像及び音声をＴＶ３１で出力しているテレビモードのとき、ＴＶ３１の音声再生能力
情報３１Ｃ１は、図５に示したものと同様である。
【００３１】
　ここで、音声をＡＶアンプ２１から出力するシアターモードに切り替える場合（３１Ｈ
）、ＴＶ３１の音声再生能力情報を３１Ｃ１のままとすると、ＤＶＤレコーダ１０が出力
する音声は、２チャンネルＰＣＭのままであるため、ＡＶアンプ２１からの音声出力も２
チャンネルに制限されてしまう。
【００３２】
　そこで、ＴＶ３１は、ＨＰＤ信号３１Ｐを一旦Ｌｏｗに切り替え（３１Ｐ＿Ｌ）、５．
１チャンネルの再生が可能であることを示す音声再生能力情報３１Ｃ２（例えば、「オー
ディオタイプ＝Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ、その最大チャンネル＝６」）を設定し、Ｈ
ＰＤ信号３１Ｐを再度Ｈｉｇｈに切り替える（３１Ｐ＿Ｈ）。
【００３３】
　ＨＰＤ信号３１ＰをＬｏｗ（３１Ｐ＿Ｌ）からＨｉｇｈ（３１Ｐ＿Ｈ）に切り替えると
、図３の例と同様に、ＤＶＤレコーダ１０は、ＨＤＣＰに準拠し、ＨＤＭＩ接続状況に変
化が発生した可能性があると判断し、接続相手機器が正当な機器か否かを確認するために
、再度、認証を開始する。認証開始の際には、ＤＶＤレコーダ１０は、映像・音声データ
の出力を停止し、もう一度ＴＶ３１のＥＤＩＤ３１Ｃを読み出し、コンテンツ保護の必要
のない映像信号（例えば、ブラックアウトなど）を伝送しながら、ＴＶ３１が正当な機器
か否かを確認する。そして、ＤＶＤレコーダ１０は、ＴＶ３１が正当な機器であると確認
できた時点で、再度、映像・音声データの出力を開始し、音声については、ＴＶ３１の音
声再生能力情報３１Ｃ２で示された、再生可能な音声再生フォーマットにて出力を開始す
る。
【非特許文献１】Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　しかしながら、従来の映像音声データ再生方法では、出力音声切替時に、映像・音声デ
ータ（コンテンツ）の出力を停止し、ＨＤＣＰの認証を実施すると、再度映像・音声デー
タを出力するまでに、数秒、コンテンツ視聴ができない期間が発生してしまうという課題
を有する。
【００３５】
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　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、出力音声切替時に、出力
相手機器の再認証が必要となるために発生していた映像・音声データのとぎれを低減でき
る映像音声出力機器、音声出力機器、映像音声再生機器、映像音声データ再生システム及
び映像音声データ再生方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　上述の目的を達成するために、本発明に係る映像音声データ再生システムは、ネットワ
ークを介して接続された、映像データ及び音声データを再生する映像音声再生機器と、前
記映像音声再生機器で再生された前記音声データを出力することが可能な音声出力機器、
前記映像音声再生機器で再生された前記映像データおよび前記音声データを出力すること
が可能な映像音声出力機器とを備える映像音声データ再生システムであって、前記ネット
ワークにおいて、（ｉ）前記映像データ及び前記音声データは、任意の２つのデータ送信
機器とデータ受信機器間で一方向に送信され、（ｉｉ）制御メッセージは全ての機器間で
双方向に送信され、かつ、（ｉｉｉ）データ受信機器側からデータ送信機器側へ、前記デ
ータ受信機器の音声再生能力情報の一方向伝送が可能になると、前記映像データ及び前記
音声データの送受信のための機器の接続が有効になり、前記映像音声出力機器は、前記音
声出力機器に対して当該音声出力機器の音声再生能力情報を問い合わせ、取得する音声出
力機器の音声再生能力問い合わせ部と、前記音声出力機器の音声再生能力情報と、当該音
声再生能力を利用するか否かを設定する情報とを、前記制御メッセージに含めて、前記映
像音声再生機器に対して送信する映像音声出力機器側制御メッセージ送信部を備え、前記
映像音声出力機器側制御メッセージ送信部は、さらに、一方向伝送を用いた前記音声再生
能力情報を切り替えるか否かを設定する情報を、前記制御メッセージに含めて、前記音声
出力機器に対して送信し、前記音声出力機器は、前記音声出力機器の音声再生能力情報と
、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替えるか否かを示す情報とを、前記制
御メッセージに含めて、前記映像音声出力機器に対して送信する音声出力機器側制御メッ
セージ送信部と、前記映像音声出力機器から、一方向伝送を用いた前記音声再生能力情報
を切り替えるか否かを設定する情報を含む前記制御メッセージを受信する音声出力機器側
制御メッセージ受信部とを備え、前記映像音声再生機器は、前記映像音声出力機器から、
前記音声出力機器の音声再生能力情報と、当該音声再生能力を利用するか否かを設定する
情報とを含む前記制御メッセージを受信する映像音声再生機器側制御メッセージ受信部と
、前記映像データ及び前記音声データを再生する再生部とを備え、前記ネットワークにお
いて、前記映像データ及び前記音声データが前記映像音声再生機器から前記音声出力機器
に一方向に送信されるように、かつ、前記映像データ及び前記音声データが前記音声出力
機器から前記映像音声出力機器に一方向に送信されるように、前記映像音声再生機器、前
記音声出力機器及び前記映像音声出力機器が接続される場合には、前記音声出力機器側制
御メッセージ受信部が、前記映像音声出力機器側制御メッセージ送信部が送信した、一方
向伝送を用いた前記音声再生能力情報を切り替えない旨を示す前記制御メッセージを受信
する場合には、前記音声出力機器は前記映像音声再生機器に対して一方向伝送を用いた前
記音声再生能力情報の再伝送を禁止し、前記ネットワークにおいて、前記映像データ及び
前記音声データが前記映像音声再生機器から前記映像音声出力機器に一方向に送信される
ように、前記映像音声再生機器及び前記映像音声出力機器が接続され、かつ、前記ネット
ワークとは異なるネットワークを通じて前記音声データが前記映像音声出力機器から前記
音声出力機器に出力されるように、前記映像音声出力機器及び前記音声出力機器が接続さ
れる場合には、前記映像音声出力機器側制御メッセージ送信部は、前記制御メッセージを
送信する場合には、前記映像音声出力機器は前記映像音声再生機器に対して一方向伝送を
用いた前記音声再生能力情報の再伝送を禁止し、前記再生部は、前記映像音声再生機器側
制御メッセージ受信部が、音声再生能力を利用する旨を示す前記制御メッセージを受信す
る場合には、前記音声出力機器からの一方向伝送により受信した音声再生能力情報に従わ
ずに、前記映像音声出力機器から受信した前記制御メッセージに含まれる前記音声再生能
力情報に従って、前記音声データを再生することを特徴とする。
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【００３７】
　制御メッセージにより音声再生能力が映像音声再生機器に送信される。このため、一方
向伝送で読み出される音声再生能力とは無関係に、映像音声再生機器が再生する音声のフ
ォーマットを切り替えることができる。
【００３８】
　また、制御メッセージに含まれる設定情報により、音声出力機器が音声再生能力を切り
替えないよう指定することにより、音声出力機器は、映像音声再生機器に音声再生能力を
読み取らせる必要がなくなる。これにより、音声再生能力の変更に伴って認証が必要とな
るために発生していた映像の停止（途切れ）を回避することができる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によると、従来発生していた映像・音声データのとぎれを低減できる、映像音声
出力機器、音声出力機器、映像音声再生機器、映像音声データ再生システム及び映像音声
データ再生方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明に係る映像音声データ再生方法の実施の形態について、図面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００４１】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態における映像音声データ再生方法では、制御メッセージによ
る指示・通知により、映像音声再生機器が出力できる音声フォーマットを指定する。そし
て、映像音声再生機器につながったＨＤＭＩ出力先の機器間で、音声出力機器が変更にな
るなどにより、音声再生能力が変化した場合にも、音声出力機器は、映像音声再生機器に
対し、読み出させるデータ再生能力情報を切り替えない。したがって、音声出力機器は映
像音声再生機器に対し、ＨＰＤ信号をＬｏｗからＨｉｇｈへ切り替える（パルスする）必
要がなくなり、そのため映像音声再生機器はＨＤＣＰ認証を再度実施する必要がない。こ
のため、音声出力機器は、映像音声再生機器に対し、映像の途切れなく、適切な音声デー
タの送出に切り替えてもらうことができる。
【００４２】
　図７は、本発明の第１の実施の形態に係るＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生方法の
例を示す図である。
【００４３】
　ＨＤＭＩ接続構成は、図１と同様である。ＤＶＤレコーダ１０、ＡＶアンプ２０、ＴＶ
３０、ＥＤＩＤ２０Ｃ、３０Ｃ、ＨＰＤ信号２０Ｐ、３０Ｐは、図２、図３と同様である
。また、映像をＴＶ３０で、音声をＡＶアンプ２０で出力しているシアターモードのとき
、ＴＶ３０の音声再生能力情報３０Ｃ１、ＡＶアンプ２０の音声再生能力情報２０Ｃ２は
、図３と同様である。
【００４４】
　図８は、図１に示したＨＤＭＩ接続構成を有する映像音声データ再生システムの外観図
である。映像音声データ再生システムは、ＤＶＤレコーダ１０と、ＡＶアンプ２０と、Ｔ
Ｖ３０とを備えている。
【００４５】
　ここで、音声をＴＶ３０から出力するテレビモードに切り替える場合（３０Ｖ）、ＴＶ
３０から音声を正しく再生するためには、ＤＶＤレコーダ１０に、２チャンネルＰＣＭで
の音声出力に切り替えてもらわなくてはならない。
【００４６】
　本発明の映像音声データ再生方法では、まず、ＴＶ３０は、ＡＶアンプ２０に、音声再
生能力の切替設定指示（３０Ｍ１）を行う。この指示は、例えば、ＣＥＣメッセージの＜
Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンドを用いて伝送され、テレビモード（音声出力が



(11) JP 4221446 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

ＴＶ３０で、２チャンネルＰＣＭ出力が可能）／シアターモード（音声出力がＡＶアンプ
２０で、ＡＶアンプ２０の再生能力で音声出力が可能）の切替によって、ＡＶアンプ２０
のＥＤＩＤの設定内容を変更するか／変更しないかが指定される。ここで、例えば、ＥＤ
ＩＤの再生能力を変更する場合を「切替モード」、変更しない場合を「固定モード」とし
、本実施の形態では、固定モードが指定されることになる。
【００４７】
　ＡＶアンプ２０は、ＴＶ３０から、音声再生能力の切替設定指示（３０Ｍ１）を受け取
ると、ＴＶ３０に、音声再生能力の切替設定通知（２０Ｍ２）を行う。この通知は、例え
ば、ＣＥＣメッセージの＜Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンドを用いて伝送され、
ＡＶアンプ２０での切替設定モードの有効状態（固定モード／切替モードのいずれの設定
か）と、ＡＶアンプ２０の音声再生能力が記載される。音声再生能力とは、例えば、サポ
ートするオーディオタイプ（ＰＣＭ，ＤＴＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｈｅａｔｅｒ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ）など）や、最大チャンネル数、サンプリング周波数・量子化ビット数などで構
成されるものとする。ここで、本実施の形態では、ＡＶアンプ２０で、ＴＶ３０からの指
示を許諾し、固定モードが設定されたものとする。ＡＶアンプ２０からＴＶ３０に対して
、「固定モード設定、音声再生能力は例えばオーディオタイプ＝ＰＣＭ、最大チャンネル
数＝６」などの情報が通知されることになる。
【００４８】
　ここで、ＴＶ３０から、ＡＶアンプ２０に対し、テレビモードへの切替を指示（３０Ｖ
）し、ＡＶアンプ２０は、音声出力をミュートすることになる。シアターモードからテレ
ビモードへの切替及びその動作については、本発明の主眼ではないため、詳細な説明を省
略する。
【００４９】
　シアターモードからテレビモードへの切替が実施されたとき、ＡＶアンプ２０は、ＥＤ
ＩＤの再生能力２０Ｃを変更しないモード（固定モード）の設定状態にあるため、ＨＰＤ
信号２０Ｐをパルスする必要がない。したがって、ＤＶＤレコーダ１０は、ＡＶアンプ２
０に対し、正当な機器か否かを確認するために、ＨＤＣＰ認証を開始する必要がなく、そ
のままコンテンツ出力を継続することができる。
【００５０】
　ＴＶ３０は、ＤＶＤレコーダ１０に、出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）を行う
。この指示は、例えば、ＣＥＣメッセージの＜Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンド
を用いて伝送され、ＡＶアンプ２０の再生能力を利用するか否かを示すモード指定と、Ａ
Ｖアンプ２０の音声再生能力とが記載される。ここで記載されるＡＶアンプ２０の音声再
生能力は、前記音声再生能力の切替設定通知（２０Ｍ２）にて、ＡＶアンプ２０からＴＶ
３０に通知されたものと同じ構成・内容である。ＡＶアンプ２０の再生能力を利用するか
否かを示すモード設定は、ＡＶアンプ２０の再生能力を利用する場合をシアターモード、
利用しない場合にはテレビモードとし、本実施の形態では、テレビモードが指定されるこ
とになる。
【００５１】
　ＤＶＤレコーダ１０は、ＴＶ３０から出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）を受け
取ると、ＴＶ３０に、出力音声フォーマット設定通知（１０Ｍ４）を行う。この通知は、
例えば、ＣＥＣメッセージの＜Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンドを用いて伝送さ
れ、ＤＶＤレコーダ１０でのモードの有効状態（テレビモード／シアターモードのいずれ
の設定か）が記載される。ここで、本実施の形態では、ＤＶＤレコーダ１０で、ＴＶ３０
からの指示を許諾し、テレビモードが設定されたものとする。ＤＶＤレコーダ１０からＴ
Ｖ３０に、テレビモード設定が通知され、ＤＶＤレコーダ１０は、予めテレビモードの時
の音声フォーマットとして決定している２チャンネルのＰＣＭ音声を出力する。
【００５２】
　したがって、ＤＶＤレコーダ１０は、ＡＶアンプ２０のＥＤＩＤ２０Ｃの音声再生能力
情報２０Ｃ２の記載とは無関係に、最適な出力音声フォーマットに合わせることができる
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。
【００５３】
　本発明の第１の実施の形態に係る映像音声データ再生方法を実現する各装置の構成につ
いて、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００５４】
　図９は、本発明の第１の実施の形態に係る映像音声再生機器の構成を示す図であり、映
像音声再生機器としてはＤＶＤレコーダ１０が該当する。
【００５５】
　ＤＶＤレコーダ１０は、ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部１０１と、ＨＰＤ切替検出部１０２と、Ｅ
ＤＩＤ情報取得部１０３と、認証／暗号部１０４と、ＣＥＣ機器連携部１０５と、デコー
ド部１０６と、ＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ－Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅ
ｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ：遷移時間最短差動信号伝送方式）エンコード部１０７
と、ＴＭＤＳ出力部１０８とを備える。
【００５６】
　ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部１０１は、ＨＤＭＩ出力ポートであり、本実施の形態では、ＡＶア
ンプ２０とＨＤＭＩ接続され、映像音声データの送信や制御メッセージの双方向通信を行
う。ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部１０１は、ＨＰＤ信号１０１＿１、ＤＤＣ信号１０１＿２、ＴＭ
ＤＳ信号１０１＿３及びＣＥＣ信号１０１＿４の伝送に使用される。ここで、ＨＤＭＩ＿
ＯＵＴ部１０１は、ＨＤＭＩに限定されず、例えば、有線・無線を問わず、同等の機能を
提供する、適応した通信方式に応じたインターフェースを設けてもよい。
【００５７】
　ＨＰＤ切替検出部１０２は、ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部１０１から入力されるＨＰＤ信号１０
１＿１の、ＨｉｇｈからＬｏｗ、ＬｏｗからＨｉｇｈへの切替を検出し、ＥＤＩＤ情報取
得部１０３に通知する。
【００５８】
　ＥＤＩＤ情報取得部１０３は、ＨＰＤ信号のＬｏｗからＨｉｇｈへの切替検出通知を受
けると、ＤＤＣ信号１０１＿２を使用し、ＡＶアンプ２０のＥＤＩＤを読み出す。ＥＤＩ
Ｄには、ＡＶアンプ２０が設定した、映像・音声のサポート可能なフォーマットが記載さ
れている。ＥＤＩＤ情報取得部１０３は、この映像・音声の再生能力情報を、デコード部
１０６に入力する。また、ＡＶアンプ２０のＥＤＩＤには、ＡＶアンプ２０がＨＤＭＩ機
器であることも記載されており、ＥＤＩＤ情報取得部１０３は、認証／暗号部１０４に、
ＨＤＭＩ機器に対するＨＤＣＰ認証を適用し、認証を開始するよう指示する。また、ＥＤ
ＩＤ情報取得部１０３は、ＨＰＤ信号のＨｉｇｈからＬｏｗへの切替検出通知を受けると
、認証／暗号部１０４に、ＨＤＣＰ認証を停止するよう指示する。
【００５９】
　認証／暗号部１０４は、ＥＤＩＤ情報取得部１０３からの認証開始指示を受けると、Ａ
Ｖアンプ２０がＨＤＣＰに正規に対応した機器であるかどうかを確認するために、ＡＶア
ンプ２０との間で、ＤＤＣ信号１０１＿２を使用し、ＨＤＣＰの認証プロトコルを実施す
る。認証時にはＴＭＤＳ出力が必要なため、認証／暗号部１０４は、ＴＭＤＳ出力部１０
８に、著作権保護が不要なコンテンツをＴＭＤＳエンコードしたデータを出力する。ここ
で、著作権保護が不要なコンテンツデータとは、ブラックアウト映像などを示す。認証が
成功すれば、認証／暗号部１０４は、ＴＭＤＳエンコード部１０７に対して、出力するコ
ンテンツをＴＭＤＳ伝送用データにエンコードし、認証／暗号部１０４に出力するよう指
示し、かつ、成功した認証情報を用いて、そのＴＭＤＳ伝送用データを暗号化し、ＴＭＤ
Ｓ出力部１０８へ出力する。認証が失敗すれば、著作権保護が必要なコンテンツは出力で
きないため、認証／暗号部１０４は、ＴＭＤＳエンコード部１０７に対して、コンテンツ
のＴＭＤＳエンコードと認証／暗号部１０４への出力の停止とを指示する。
【００６０】
　ＣＥＣ機器連携部１０５は、ＣＥＣ信号１０１＿４を用い、ＣＥＣメッセージのやり取
りを行う。ここで、ＣＥＣ通信及びＣＥＣメッセージの詳細についての説明は、本発明の
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主眼ではないため、省略する。ＣＥＣ機器連携部１０５は、出力音声設定部１０５＿１を
有し、出力音声設定部１０５＿１は、出力音声フォーマットを指示するＣＥＣメッセージ
（３０Ｍ３）を受信し、出力音声フォーマット設定を通知するＣＥＣメッセージ（１０Ｍ
４）を送信する。ここで、出力音声フォーマットを指定するＣＥＣメッセージ（３０Ｍ３
）で、シアターモードと設定されていた場合には、ＣＥＣメッセージ（３０Ｍ３）に記載
されているＡＶアンプ２０の音声再生能力を音声再生能力情報として、デコード部１０６
に出力する。一方、ＣＥＣメッセージ（３０Ｍ３）でテレビモードと設定されていた場合
には、予め出力音声設定部１０５＿１で決定している２チャンネルの音声再生能力を音声
再生能力情報として、デコード部１０６に出力する。
【００６１】
　デコード部１０６は、映像に関しては、ＥＤＩＤ情報取得部１０３から入力された映像
再生能力情報に基づき、映像ストリームをデコードする。デコード部１０６は、音声に関
しては、ＥＤＩＤ情報取得部１０３から、又は、出力音声設定部１０５＿１から入力され
た音声再生能力情報のうち、最新の再生能力情報に基づき、音声ストリームをデコードす
る。デコード部１０６は、デコードされた映像・音声データを、ＴＭＤＳエンコード部１
０７に出力する。
【００６２】
　ＴＭＤＳエンコード部１０７は、前記認証／暗号部１０４から指示があれば、デコード
部１０６から入力される映像・音声出力データを、ＴＭＤＳ伝送用データにエンコードし
、前記認証／暗号部１０４に出力する。
【００６３】
　ＴＭＤＳ出力部１０８は、前記認証／暗号部１０４から入力される、暗号化されたＴＭ
ＤＳ伝送用データ、又は、暗号化されていないＴＭＤＳ伝送用データを、ＨＤＭＩ＿ＯＵ
Ｔ部１０１のＴＭＤＳ１０１＿３ラインを用いて、出力する。
【００６４】
　図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る音声出力機器の構成を示す図であり、音声
出力機器としてはＡＶアンプ２０が該当する。
【００６５】
　ＡＶアンプ２０は、ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部２０１と、ＨＰＤ切替検出部２０２と、ＥＤＩ
Ｄ情報取得部２０３と、認証／暗号部２０４と、ＣＥＣ機器連携部２０５と、ＴＭＤＳ出
力部２０６と、ＨＤＭＩ＿ＩＮ部２０７と、ＥＤＩＤ設定部２０８と、ＥＤＩＤ２０９と
、ＨＰＤ制御部２１０と、ＴＭＤＳ入力部２１１と、認証／復号部２１２と、ＴＭＤＳデ
コード部２１３と、音声出力部２１４とを備える。
【００６６】
　ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部２０１は、ＨＤＭＩ出力ポートであり、本実施の形態では、ＴＶ３
０とＨＤＭＩ接続され、映像音声データの送信や制御メッセージの双方向通信を行う。Ｈ
ＤＭＩ＿ＯＵＴ部２０１は、ＨＰＤ信号２０１＿１、ＤＤＣ信号２０１＿２、ＴＭＤＳ信
号２０１＿３及びＣＥＣ信号２０１＿４の信号の伝送に使用される。ここで、ＨＤＭＩ＿
ＯＵＴ部２０１は、ＨＤＭＩに限定されず、例えば、有線・無線問わず、同等の機能を提
供する、適応した通信方式に応じたインターフェースを設けてもよい。
【００６７】
　ＨＰＤ切替検出部２０２は、ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ部２０１から入力されるＨＰＤ信号２０
１＿１の、ＨｉｇｈからＬｏｗ、ＬｏｗからＨｉｇｈへの切替を検出し、ＥＤＩＤ情報取
得部２０３に通知する。
【００６８】
　ＥＤＩＤ情報取得部２０３は、ＨＰＤ信号のＬｏｗからＨｉｇｈへの切替検出通知を受
けると、ＤＤＣ信号２０１＿２を使用し、ＴＶ３０のＥＤＩＤを読み出す。ＥＤＩＤには
、ＴＶ３０が設定した、映像・音声のサポート可能なフォーマットが記載されている。Ｅ
ＤＩＤ情報取得部２０３は、この映像・音声の再生能力情報を、ＥＤＩＤ設定部２０８に
入力する。また、ＴＶ３０のＥＤＩＤには、ＴＶ３０がＨＤＭＩ機器であることも記載さ
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れており、ＥＤＩＤ情報取得部２０３は、認証／暗号部２０４に、ＨＤＭＩ機器に対する
ＨＤＣＰ認証を適用するよう指定する。ここで、ＥＤＩＤ情報取得部２０３は、認証開始
時には、ＨＤＭＩ機器に対する認証を行うよう指定するだけであり、認証の開始は指示し
ない。ＥＤＩＤ情報取得部２０３は、ＨＰＤ信号のＨｉｇｈからＬｏｗへの切替検出通知
を受けると、認証／暗号部２０４に、ＨＤＣＰ認証を停止するよう指示する。
【００６９】
　認証／暗号部２０４は、認証／復号部２１２からの認証開始指示を受けると、ＴＶ３０
がＨＤＣＰに正規に対応した機器であるかどうかを確認するために、ＴＶ３０との間で、
ＤＤＣ信号２０１＿２を使用し、ＨＤＣＰの認証プロトコルを実施する。認証時にはＴＭ
ＤＳ出力が必要なため、認証／暗号部２０４は、ＴＭＤＳ出力部２０６に、著作権保護が
不要なコンテンツをＴＭＤＳエンコードしたデータを出力する。ここで、著作権保護が不
要なコンテンツデータとは、ブラックアウト映像などを示す。認証が成功すれば、認証／
暗号部２０４は、認証／復号部２１２に対してＴＭＤＳ伝送用データの出力を指示し、成
功した認証情報を用いて、入力したＴＭＤＳ伝送用データを暗号化し、ＴＭＤＳ出力部２
０６へ出力する。認証が失敗すれば、著作権保護が必要なコンテンツは出力できないため
、認証／暗号部２０４は、認証／復号部２１２に、ＴＭＤＳ伝送用データの出力停止を指
示する。
【００７０】
　ＣＥＣ機器連携部２０５は、ＣＥＣ信号２０１＿４及び２０７＿４を用い、ＣＥＣメッ
セージのやり取りを行う。ここで、ＣＥＣ通信及びＣＥＣメッセージの詳細についての説
明は、本発明の主眼ではないため、省略する。ＣＥＣ機器連携部２０５は、ＴＶ３０との
ＣＥＣ通信により、テレビモード／シアターモードの設定切替を認識し、その設定情報を
ＥＤＩＤ設定部２０８と認証／復号部２１２に通知する。ＣＥＣ機器連携部２０５は、再
生能力設定部２０５＿１を有し、再生能力設定部２０５＿１は、ＴＶ３０から音声再生能
力切替設定を指示するＣＥＣメッセージ（３０Ｍ１）を受信し、ＴＶ３０に音声再生能力
の切替設定を通知するＣＥＣメッセージ（２０Ｍ２）を送信する。再生能力設定部２０５
＿１は、音声再生能力切替設定を指定するＣＥＣメッセージ（３０Ｍ１）の切替モード／
固定モード情報を、ＥＤＩＤ設定部２０８に入力する。
【００７１】
　ＴＭＤＳ出力部２０６は、前記認証／暗号部２０４から入力される、暗号化されたＴＭ
ＤＳ伝送用データ、又は、暗号化していないＴＭＤＳ伝送用データを、ＨＤＭＩ＿ＯＵＴ
部２０１のＴＭＤＳ２０１＿３ラインを用いて、出力する。
【００７２】
　ＨＤＭＩ＿ＩＮ部２０７は、ＨＤＭＩ入力ポートであり、本実施の形態では、ＤＶＤレ
コーダ１０とＨＤＭＩ接続され、映像音声データの受信や制御メッセージの双方向通信を
行う。ＨＤＭＩ＿ＩＮ部２０７は、ＨＰＤ信号２０７＿１、ＤＤＣ信号２０７＿２、ＴＭ
ＤＳ信号２０７＿３及びＣＥＣ信号２０７＿４の伝送に使用される。ここで、ＨＤＭＩ＿
ＩＮ部２０７は、ＨＤＭＩに限定されず、例えば、有線・無線問わず、同等の機能を提供
する、適応した通信方式に応じたインターフェースを設けてもよい。
【００７３】
　ＥＤＩＤ設定部２０８は、ＥＤＩＤ情報取得部２０３から映像音声再生能力情報が入力
された場合に、ＣＥＣ機器連携部２０５から入力されているテレビモード／シアターモー
ドの設定情報に基づき、ＥＤＩＤ２０９の記載内容を決定し、必要があれば変更する。こ
こで、例えば、ＥＤＩＤ情報取得部２０３から映像音声再生能力情報が入力された場合に
は、ＥＤＩＤ２０９の音声再生能力情報は、テレビモードの場合にはＴＶ３０の音声再生
能力と同じ２チャンネルＰＣＭと設定され、シアターモードの場合には自機器の音声再生
能力である６チャンネルＰＣＭと設定される。また、同様に、再生能力設定部２０５＿１
から切替モードの指定がされていた場合に、ＣＥＣ機器連携部２０５からテレビモード／
シアターモードの設定情報が入力されると、入力されたテレビモード／シアターモードの
設定情報に基づき、ＥＤＩＤ２１０の記載内容を決定し、必要があれば変更する。ここで
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、再生能力設定部２０５＿１から固定モードの指定がされていた場合には、ＣＥＣ機器連
携部２０５からテレビモード／シアターモードの設定情報が入力されても、ＥＤＩＤ２１
０の記載内容を変更しない。ＥＤＩＤ設定部２０８は、ＥＤＩＤ情報取得部２０３から映
像音声再生能力情報が入力された場合と、ＥＤＩＤ２０９の記載内容を変更した場合に、
ＨＰＤ制御部２１０にＨＰＤパルス指示を行う。
【００７４】
　ＥＤＩＤ２０９には、ＥＤＩＤ設定部２０８の入力に基づき、映像音声再生能力情報が
設定される。
【００７５】
　ＨＰＤ制御部２１０は、ＥＤＩＤ設定部２０８からＨＰＤパルス指示があった場合には
、ＨＰＤ信号２０７＿１を一旦１００ｍｓ以上Ｌｏｗに引き下げ、再度Ｈｉｇｈに引き上
げる。
【００７６】
　ＴＭＤＳ入力部２１１は、ＴＭＤＳデータを、ＨＤＭＩ＿ＩＮ部２０７のＴＭＤＳ信号
２０７＿３を用いて入力し、認証／復号部２１２に出力する。
【００７７】
　認証／復号部２１２は、ＡＶアンプ２０がＨＤＣＰに正規に対応した機器であるかどう
かを確認するために、ＤＶＤレコーダ１０が、ＤＤＣ信号２０７＿２を使用し、開始させ
る認証プロトコルに応答する。認証が開始された場合には、認証／復号部２１２は、認証
／暗号部２０４に、ＴＶ３０とのＨＤＣＰ認証を開始するよう指示する。認証応答時には
ＴＭＤＳ入力が必要なため、認証／復号部２１２は、ＴＭＤＳ入力部２１１から、著作権
保護が不要な、暗号化されていないＴＭＤＳ伝送用データを入力される。また、認証が成
功すれば、ＴＭＤＳ入力部２１１から、成功した認証情報を用いて暗号化されたＴＭＤＳ
伝送用データが入力される。認証／復号部２１２は、暗号化されたＴＭＤＳ伝送用データ
を復号することにより、暗号化されていないＴＭＤＳ伝送用データを出力する。ここで、
認証／復号部２１２は、復号したＴＭＤＳ伝送用データを、ＣＥＣ機器連携部２０５から
入力されているテレビモード／シアターモードの設定情報に基づき、シアターモードの場
合にはＴＭＤＳデコード部２１３へ出力し、テレビモードの場合には認証／暗号部２０４
に入力の指示があれば、出力する。
【００７８】
　ＴＭＤＳデコード部２１３は、ＴＭＤＳ伝送用データをＴＭＤＳデコードし、音声スト
リームを、音声出力部２１４に出力する。
【００７９】
　音声出力部２１４は、スピーカ部であり、音声を出力する。
【００８０】
　図１１は、本発明の第１の実施の形態に係る映像音声出力機器の構成を示す図であり、
映像音声出力機器としては、ＴＶ３０が該当する。
【００８１】
　ＴＶ３０は、ＨＤＭＩ＿ＩＮ部３０１と、ＥＤＩＤ設定部３０２と、ＥＤＩＤ３０３と
、ＨＰＤ制御部３０４と、ＴＭＤＳ入力部３０５と、認証／復号部３０６と、ＣＥＣ機器
連携部３０７と、ＴＭＤＳデコード部３０８と、映像出力部３０９と、音声出力部３１０
とを備える。
【００８２】
　ＨＤＭＩ＿ＩＮ部３０１は、ＨＤＭＩ入力ポートであり、本実施の形態では、ＡＶアン
プ２０とＨＤＭＩ接続され、映像音声データの受信や制御メッセージの双方向通信を行う
。ＨＤＭＩ＿ＩＮ部３０１は、ＨＰＤ信号３０１＿１、ＤＤＣ信号３０１＿２、ＴＭＤＳ
信号３０１＿３及びＣＥＣ信号３０１＿４の伝送に使用される。ここで、ＨＤＭＩ＿ＩＮ
部３０１は、ＨＤＭＩに限定されず、例えば、有線・無線問わず、同等の機能を提供する
、適応した通信方式に応じたインターフェースを設けてもよい。
【００８３】
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　ＥＤＩＤ設定部３０２は、電源投入時など、ＥＤＩＤ３０３の記載内容を決定し、設定
する。ここで、例えば、音声再生能力は２チャンネルＰＣＭであることを設定する。ＥＤ
ＩＤ３０３の記載内容を設定した場合には、ＨＰＤ制御部３０４にＨＰＤをＨｉｇｈに引
き上げることを指示する。
【００８４】
　ＥＤＩＤ３０３には、ＥＤＩＤ設定部３０２の入力に基づき、映像音声再生能力情報が
設定される。
【００８５】
　ＨＰＤ制御部３０４は、ＥＤＩＤ設定部３０２からＨＰＤ信号のＨｉｇｈへの引き上げ
指示があった場合には、ＨＰＤ信号３０１＿１をＨｉｇｈに引き上げる。
【００８６】
　ＴＭＤＳ入力部３０５は、ＴＭＤＳデータを、ＨＤＭＩ＿ＩＮ部３０１のＴＭＤＳ３０
１＿３信号ラインを用いて入力し、認証／復号部３０６に出力する。
【００８７】
　認証／復号部３０６は、ＴＶ３０がＨＤＣＰに正規に対応した機器であるかどうかを確
認するために、ＡＶアンプ２０がＤＤＣ信号３０１＿２を使用して開始させる認証プロト
コルに応答する。認証応答時にはＴＭＤＳ入力が必要なため、認証／復号部３０６は、Ｔ
ＭＤＳ入力部３０５から、著作権保護が不要な、暗号化されていないＴＭＤＳ伝送用デー
タを入力される。また、認証が成功すれば、ＴＭＤＳ入力部３０５から、成功した認証情
報を用いて暗号化されたＴＭＤＳ伝送用データが入力される。認証／復号部３０６は、暗
号化されたＴＭＤＳ伝送用データを復号し、暗号化されていないＴＭＤＳ伝送用データを
ＴＭＤＳデコード部３０８へ出力する。
【００８８】
　ＣＥＣ機器連携部３０７は、ＣＥＣ信号３０１＿４を用い、ＣＥＣメッセージのやり取
りを行う。ここで、ＣＥＣ通信及びＣＥＣメッセージに詳細についての説明は、本発明の
主眼ではないため、省略する。ＣＥＣ機器連携部３０７は、ＤＶＤレコーダ１０やＡＶア
ンプ２０とのＣＥＣ通信により、テレビモード／シアターモードの設定切替を実行する。
ＣＥＣ機器連携部３０７は、再生能力設定部３０７＿１を有し、再生能力設定部３０７＿
１は、ＡＶアンプ２０に音声再生能力切替設定を指定するＣＥＣメッセージ（３０Ｍ１）
を送信し、ＡＶアンプ２０から音声再生能力の切替設定を通知するＣＥＣメッセージ（２
０Ｍ２）を受信する。また、再生能力設定部３０７＿１は、ＤＶＤレコーダ１０に出力音
声フォーマットを指定するＣＥＣメッセージ（３０Ｍ３）を送信し、ＤＶＤレコーダ１０
から出力音声フォーマット設定を通知するメッセージ（１０Ｍ４）を受信する。
【００８９】
　ＴＭＤＳデコード部３０８は、ＴＭＤＳ伝送用データをＴＭＤＳデコードし、映像スト
リームを映像出力部３０９に、音声ストリームを音声出力部３１０に出力する。
【００９０】
　映像出力部３０９は、ディスプレイ部であり、映像を出力する。
【００９１】
　音声出力部３１０は、スピーカ部であり、音声を出力する。
【００９２】
　以上により、本実施の形態における映像音声データ再生方法は、制御メッセージによる
コマンド通知で、音声再生機器が出力できる音声フォーマットを指定することにより、映
像音声再生機器は、任意のタイミングにて、コンテンツ伝送を停止することなく、出力音
声を、最適な出力音声フォーマットに合わせることができる。
【００９３】
　また、制御メッセージによるコマンド通知で、音声出力機器が再生能力情報を切り替え
ないよう指定することにより、音声出力機器は、映像音声再生機器に音声再生能力情報を
読み取らせる必要がなくなり、それに伴うコンテンツ伝送の停止の発生がなくなるため、
映像の途切れなく、適切な音声データの送出に切り替えてもらうことができる。
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【００９４】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態における映像音声データ再生方法も、第１の実施の形態と同
様に、制御メッセージによる指示・通知により、映像音声再生機器が出力できる音声フォ
ーマットを指定する。映像音声再生機器につながったＨＤＭＩ出力先の機器間で、音声出
力機器が変更になるなどの原因により、音声再生能力が変化した場合にも、映像音声出力
機器は、映像音声再生機器に対して読み出させるデータ再生能力情報を切り替えない。し
たがって、映像音声出力機器は映像音声再生機器に対し、ＨＰＤ信号をＬｏｗからＨｉｇ
ｈへ切り替える（パルスする）必要がなくなり、そのため映像音声再生機器はＨＤＣＰ認
証を再度実施する必要がない。このため、映像音声再生装置に映像の途切れなく、適切な
音声データの送出に切り替えてもらうことができる。
【００９５】
　図１２は、本発明の第２の実施の形態に係るＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生方法
の例を示す。ＨＤＭＩ接続構成は、図４と同様である。ＤＶＤレコーダ１０、ＡＶアンプ
２１、ＴＶ３１、ＥＤＩＤ３１Ｃ、ＨＰＤ信号３１Ｐは、図５、図６と同様である。また
、映像をＴＶ３１で、音声をＡＶアンプ２１で出力しているシアターモードのとき、ＴＶ
３１の音声再生能力情報３１Ｃ１は図５と同様である。
【００９６】
　ここで、音声をＴＶ３１から出力するテレビモードから、音声をＡＶアンプ２１から出
力するシアターモードに切り替える場合（３１Ｖ）、ＡＶアンプ２１から５．１チャンネ
ルのサラウンド音声を再生するためには、ＤＶＤレコーダ１０に、５．１チャンネルサラ
ウンド音声での音声出力に切り替えてもらわなくてはならない。
【００９７】
　本発明の映像音声データ再生方法では、まず、ＴＶ３１は、ＡＶアンプ２１の音声再生
能力の取得要求（３１Ｍ１）を行う。この要求は、例えば、ＣＥＣメッセージの＜Ｖｅｎ
ｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンドを用いて伝送される。
【００９８】
　ＡＶアンプ２１は、ＴＶ３１から、音声再生能力の取得要求（３１Ｍ１）を受け取ると
、ＴＶ３１に、音声再生能力の通知（２１Ｍ２）を行う。この通知は、例えば、ＣＥＣメ
ッセージの＜Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンドを用いて伝送され、ＡＶアンプ２
１の音声再生能力が記載される。記載される音声再生能力は、第１の実施の形態と同様で
あり、本実施の形態では、ＡＶアンプ２１からＴＶ３１に、音声再生能力として、例えば
「オーディオタイプ＝Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ、最大チャンネル数＝６」などと通知
されることになる。
【００９９】
　ここで、ＴＶ３１から、ＡＶアンプ２１に対し、シアターモードへの切替を指示（３１
Ｖ）し、ＡＶアンプ２１は、音声出力を開始することになる。テレビモードからシアター
モードへの切替及びその動作については、本発明の主眼ではないため、詳細な説明を省略
する。
【０１００】
　テレビモードからシアターモードへの切替が実施されたときも、ＴＶ３１は、ＨＰＤ信
号３１Ｐをパルスする必要がない。したがって、ＤＶＤレコーダ１０は、ＴＶ３１に対し
、正当な機器か否かを確認するために、ＨＤＣＰ認証を開始する必要がなく、そのままコ
ンテンツ出力を継続することができる。
【０１０１】
　ＴＶ３１は、ＤＶＤレコーダ１０に、出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）を行う
。この指示は、例えば、ＣＥＣメッセージの＜Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンド
を用いて伝送され、ＡＶアンプ２１の再生能力を利用するか否かを示すモード指定と、Ａ
Ｖアンプ２１の音声再生能力とが記載される。ここで記載されるＡＶアンプ２１の音声再
生能力は、前記音声再生能力の通知（２１Ｍ２）にて、ＡＶアンプ２１からＴＶ３１に通
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知されたものと同じ構成・内容である。ＡＶアンプ２１の再生能力を利用するか否かを示
すモード設定は、第１の実施の形態と同様に、ＡＶアンプ２１の再生能力を利用する場合
をシアターモード、利用しない場合にはテレビモードとする。
【０１０２】
　ＤＶＤレコーダ１０は、ＴＶ３１から出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）を受け
取ると、ＴＶ３１に、出力音声フォーマット設定通知（１０Ｍ４）を行う。この通知は、
例えば、ＣＥＣメッセージの＜Ｖｅｎｄｏｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ＞コマンドを用いて伝送さ
れ、ＤＶＤレコーダ１０でのモードの有効状態（テレビモード／シアターモードのいずれ
の設定か）が記載される。ここで、本実施の形態では、ＤＶＤレコーダ１０で、ＴＶ３１
からの指示を許諾しテレビモードが設定されたものとする。ＤＶＤレコーダ１０からＴＶ
３１に、テレビモード設定が通知され、ＤＶＤレコーダ１０は、予めテレビモードの時の
音声フォーマットとして決定している２チャンネルのＰＣＭ音声を出力する。同様に、Ｄ
ＶＤレコーダ１０で、ＴＶ３１からの指示を許諾しシアターモードが設定された場合には
、ＤＶＤレコーダ１０からＴＶ３１に、シアターモード設定が通知される。ＤＶＤレコー
ダ１０は、出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）に含まれる音声再生能力の中から、
適切なものを選択し、出力音声の音声フォーマットとして使用する。例えば、再生中のＤ
ＶＤに記録されている音声データの音声フォーマットが５．１チャンネルのＤｏｌｂｙ　
Ｄｉｇｉｔａｌで、かつ出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）に含まれる音声再生能
力の中に５．１チャンネルのＤｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌが含まれている場合には、出力
音声の音声フォーマットとして５．１チャンネルのＤｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌを使用す
る。
【０１０３】
　したがって、ＤＶＤレコーダ１０は、ＴＶ３１のＥＤＩＤ３１Ｃの音声再生能力情報３
１Ｃ２の記載とは無関係に、最適な出力音声フォーマットに合わせることができる。
【０１０４】
　本発明の第２の実施の形態に係る映像音声データ再生方法を実現する各装置の構成につ
いて、図面を参照しながら詳細に説明する。
【０１０５】
　図１３は、本発明の第２の実施の形態に係る音声出力機器の構成を示す図であり、音声
出力機器としてＡＶアンプ２１が該当する。図１０と同じ番号を付した処理部は、第１の
実施の形態と同様の動作を行う。
【０１０６】
　ＡＶアンプ２１は、図１０に示すＡＶアンプ２０の構成に加えて、光デジタル音声ＩＮ
部２１６を備え、また音声出力部２１４の代わりに、音声出力部２１５を備える。
【０１０７】
　光デジタル音声ＩＮ部２１６は、光デジタル音声入力ポートであり、本実施の形態では
、ＴＶ３１と光デジタル音声ケーブルで接続され、ＴＶ３１より音声データの受信を行う
。
【０１０８】
　音声出力部２１５は、スピーカ部であり、ＴＭＤＳデコード部２１３又は光デジタル音
声ＩＮ部２１６から受信した音声を出力する。
【０１０９】
　図１４は、本発明の第２の実施の形態に係る映像音声出力機器の構成を示す図であり、
映像音声出力機器としてＴＶ３１が該当する。図１１と同じ番号を付した処理部は、第１
の実施の形態と同様の動作を行う。
【０１１０】
　ＴＶ３１は、図１１に示すＴＶ３０の構成に加えて、光デジタル音声ＯＵＴ部３１１を
備える。
【０１１１】
　光デジタル音声ＯＵＴ部３１１は、光デジタル音声出力ポートであり、本実施の形態で
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は、ＡＶアンプ２１と光デジタル音声ケーブルで接続され、ＴＭＤＳデコード部３０８か
ら出力される音声データの送信を行う。
【０１１２】
　以上により、本実施の形態における映像音声データ再生方法は、制御メッセージによる
コマンド通知で、音声再生機器が出力できる音声フォーマットを指定することにより、映
像音声再生機器は、任意のタイミングにて、コンテンツ伝送を停止することなく、出力音
声を、最適な出力音声フォーマットに合わせることができる。
【０１１３】
　また、映像音声出力機器が再生能力情報を切り替えないことにより、映像音声出力機器
は、映像音声再生機器に音声再生能力情報を読み取らせる必要がなくなり、それに伴うコ
ンテンツ伝送の停止の発生がなくなる。このため、映像音声再生機器に、映像の途切れな
く、適切な音声データの送出に切り替えてもらうことができる。
【０１１４】
　なお、ＴＶ３１は、ＤＶＤレコーダ１０に、出力音声フォーマットの指示（３０Ｍ３）
を行う際に、ＡＶアンプ２１の音声再生能力ではなく、所定の音声再生能力を送信しても
よい。この場合、ＴＶ３１は、音声再生能力の取得要求（３１Ｍ１）をＡＶアンプ２１に
送信しなくてもよい。又は、ＴＶ３１はＡＶアンプ２１の音声再生能力を取得できなかっ
た場合に、所定の音声再生能力を送信してもよい。いずれの場合も、ＴＶ３１はＡＶアン
プ２１の音声再生能力の一部、又は全部をあらかじめ知っている必要がある。
【０１１５】
　なお、第１の実施の形態では、シアターモードからテレビモードへの切り替えについて
説明したが、テレビモードからシアターモードへの切り替えも同様に行なうことができる
。また、第２の実施の形態では、テレビモードからシアターモードへの切り替えについて
説明したが、シアターモードからテレビモードへの切り替えも同様に行なうことができる
。
【０１１６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、ＤＶＤレコーダなどの映像音声再生機器からの映像音声データ再生方法に適
用でき、特に、機器が一方向データ接続により接続され、通信機器間でメッセージが双方
向にやり取りされるホームエンターテイメント・ネットワーク等のネットワークに接続さ
れる機器での映像音声データ再生方法として適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】図１は、ＨＤＭＩ接続構成の例を示す図である。
【図２】図２は、テレビモードでの音声出力の例を示す図である。
【図３】図３は、ＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生方法の従来例を示す図である。
【図４】図４は、ＨＤＭＩ接続構成の別の例を示す図である。
【図５】図５は、テレビモードでの音声出力の別の例を示す図である。
【図６】図６は、ＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生方法の別の従来例を示す図である
。
【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態に係るＨＤＭＩ接続での映像音声データ再生
方法の例を示す図である。
【図８】図８は、映像音声データ再生システムの外観図である。
【図９】図９は、本発明の第１の実施の形態に係る映像音声再生機器の構成を示す図であ
る。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る音声出力機器の構成を示す図であ
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る。
【図１１】図１１は、本発明の第１の実施の形態に係る映像音声出力機器の構成を示す図
である。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施の形態に係るＨＤＭＩ接続での映像音声データ
再生方法の例を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２の実施の形態に係る音声出力機器の構成を示す図であ
る。
【図１４】図１４は、本発明の第２の実施の形態に係る映像音声出力機器の構成を示す図
である。
【符号の説明】
【０１１９】
１０　ＤＶＤレコーダ
２０、２１　ＡＶアンプ
３０、３１　ＴＶ
２０Ｐ、３０Ｐ、２０Ｐ＿Ｌ、２０Ｐ＿Ｈ、３１Ｐ　ＨＰＤ信号
２０Ｃ１、３０Ｃ１、２０Ｃ２　音声再生能力情報

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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